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Guilty by nomadic lifestyle: EU citizenship and policing

　The Roma have traditionally been excluded in Europe. The social construction of the 

ethnic identity of the Roma, believed to be involved in criminal activities, provides ontological 

justification for exclusion of the Roma. The European Union （EU） has combatted Roma 

discrimination and defended their rights especially since the EU enlargement to Central and 

Eastern Europe. This paper, however, focuses on the exclusive practices of the EU from the 

perspective of discourse theory. EU citizenship is an ‘essentially contested concept’, a contested 

cluster discourse, such as cospolititanism, essentialism and neoliberalism. In the ‘crisis’ of Italy 

and France, the cosmopolitan discourse of EU citizenship defends Roma rights, but as for the 

neoliberal discourse, EU citizenship legitimizes the exclusion of the Roma in terms of the EU 

citizen’s duty to move and reside in another member state. The paper argues that with respect 

to police cooperation, a criminological perspective surrounding essentialism, which originated 

from Belgium, ‘successfully’ racialises Roma ethnicity. Moreover, the paper speculates that the 

idea of essentialism, which merges EU citizenship with the neoliberal discourse, leads to the 

probability of biopolitical intervention in Roma.  

はじめに

特異な政体などと呼び表されるEUの特徴のひとつは、加盟国の国民をEU市民とし、超国家的な

権利を付与したことであろう。EU誕生と同時に条約上に現れた「EUシティズンシップ」は、EU

とは何かという問いを解くうえで重要な概念として理解され研究がされたが、そもそもシティズン

シップとは何か、という問題設定を伴うのが常であった。

EU誕生の時期は、リベラル・デモクラシーの批判的検討と同時にシティズンシップ研究が活性

化していく時期でもあり、EUシティズンシップはシティズンシップ研究の課題のひとつとなった。

「ノマド」という罪：EUシティズンシップのポリシング
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権利と同一視されるリベラルなシティズンシップ概念に対して、アイデンティティや参加といっ

た側面を強調する議論が台頭してきた。「シティズンシップ」は本質的に論争的な概念であるが

［Connoly 1993］、EUシティズンシップはそれまでのシティズンシップの自明性を破壊し、問いの

空間を拡張したのである［cf. ラクラウ＆ムフ 2012］。

EUシティズンシップは、ネーション ‐ ステートから人間を解放するコスモポリタンな権利とい

う評価がある一方で、それはあくまでネーション‐ステートの相互承認の権利であるとの評価もあ

り、その可能性を含めて論争の的となってきた。EUシティズンシップは法の言説であるとともに

規範的な言説でもあり、両者を横断する複数の言説が闘争する場なのである。EUシティズンシッ

プはEUとは何かを考える手がかりであるとともにシティズンシップとは何かを考える事例でもあ

る。

本稿はEUシティズンシップを経験的に分析することで、現在のEUの一面を明らかにしたい。具

体的には、法的EU市民と規範的EU市民の境界に置かれるロマの人々に対するEUおよびEU加盟国

の政策を検討したい。EUにおけるロマの人々に関する言説闘争はEUシティズンシップの姿を浮か

び上がらせ、EUを理解する一助となろう。以下、第 1 節ではEU市民の裏面としてのEUの「移民」

とEUの共通移民政策ならびに、移民であるEU市民の地位を詳述し、第 2 節でEUにおける近年の

ロマをめぐる問題を取り上げる。第 3 節ではEUにおけるロマの犯罪者化を明らかにしたい。

１．EU市民と「移民」

2009年発効のリスボン条約はEU基本権憲章に法的拘束力を持たせたが、EU基本権憲章は前文で

「EUシティズンシップの設立と、自由、安全、正義の領域の創設によって、個人をEUの活動の中

心に置く」と述べている。EUシティズンシップはEU設立時に創設されたものであり、EU加盟国

の国籍保持者をEU市民とする。EU加盟国の国籍を持たないものはEU市民と区別され、第 3 国国

民とされる。EUは、EU域内の自由移動の権利や欧州議会と地方議会への参政権をはじめとする諸

権利をEU市民に付与している（EU運営条約20－25条）。

「自由、安全、正義の領域」は1999年発効のアムステルダム条約でEUの目的のひとつに加えられ

たものであり、同時にEUの枠組みに編入されたシェンゲン・アキによって域内国境管理が撤廃さ

れたEU空間のあり方を規定するものである。この構想の中心には加盟国ではなく、人間が置かれ

ている。リスボン条約は権利保護を強化し、EUシティズンシップとデモクラシーをより密接に結

びつけたように［European Commission 2010b, 2010c］、EUの目指す正当性の主要な調達源はヨー

ロッパの人々なのである。

では、この空間の主体は誰なのだろうか［土谷 2009］。「自由、安全、正義の領域」を実現すべ

く作られた最初の 5 か年プログラムであるタンペレ・プログラムでは「我々の加盟国に合法的かつ

永住的に生きる1000万人以上の第 3 国国民も含まねばならない」と述べられていたように、当初の

構想では自由の享受者としてEU市民のみならず一定の第 3 国国民も含められていた。いわばコス
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モポリタンな言説が支配的だったのである。しかし、経済的論理とセキュリティの論理が全面化し

ていく中で、EUの「移民」たる第 3 国国民は自由や権利の主体の位置から外れ、もっぱら管理の

対象とされていく。

　タンペレ・プログラムの後継であるハーグ・プログラムでは第 3 国国民は主体の位置から消えて

いる。強調は自由から安全に移り、「我々の諸社会内部の安定性と結束」のために、移民の社会統

合がEUの大きな課題となっていくのである。このセキュリティと経済の論理を中核とするネオリ

ベラルな言説は、以下のように第 3 国国民を経済的指標において対象化し、選別し、主体化するの

である。そしてこの言説は加盟国レベルへも波及していく。

EUの共通移民政策は第 3 国国民を合法移民と不法移民に分けるが、それは経済資源としての評

価を軸に展開される。人口減少を迎えるEUは経済移民の受け入れへと舵を切りつつあり、高度技

能者を優先的に受け入れる体制も整えられつつある。後述するEU市民とは異なり第 3 国国民は、

居住する加盟国社会での統合を証明することでセキュリティの攪乱要因の位置から逃れ、自由移動

と権利の主体へと移ることができるのだが、高度技能者の場合には経済的有用性がファストトラッ

クとなるのである。

第 3 国国民の自由移動が大きく問題視されてきたのに対して、68年に二次立法として制定されて

以来、加盟国国民の自由移動の権利は欧州統合の基本的自由のひとつとして保障されてきた［土谷 

2006, 中村 2012］。経済活動の自由として位置付けられた自由移動の権利は、労働者の定義の拡大

や制限規定の制限的解釈などを通じて徐々に拡大した。93年のEU設立時に登場したEUシティズン

シップ規定はEU市民の権利の中心に自由移動を据えた。加盟国は自由移動の権利を拡大する意図

はなかったが、判例によってEU市民の自由移動の権利は拡大していく。2004年制定の二次立法は

永住権の導入などEU市民の自由移動の権利強化を目指した。EU運営条約の第 2 部は「差別の禁止

とEUシティズンシップ」と題されており、判例で認められた「加盟国国民の基本的地位」たるEU

シティズンシップと差別の禁止の連関が条約上でも明確にされた。EUシティズンシップの公式の

言説はコスモポリタンな側面を強化していきつつ発展してきたのである。

EU市民とはいっても加盟国からすれば自国民とは異なる「移民」である。しかし、EUの「移民」

たる第 3 国国民とEU市民とはその位置付けや権利に大きな違いがある。先にみたように第 3 国国

民は経済的有用性または加盟国社会への統合を証明することが求められる。これに対してEU市民

は 3 ヶ月以内の自由移動の権利が保障されている。

経済活動を行わない場合、 3 ヶ月以上の移住には生活のための十分な資産が条件である。ただし

要件を満たさない場合であっても、それが自動的な権利の喪失と国外退去を意味するわけではない。

受け入れ加盟国は、当該EU市民の窮状が一時的なものかを検討し、社会扶助の受給が当該国の社

会扶助システムの不当な負担となるかを検討しなければならない。さらに居住期間、個人的状況、

受給総額をも勘案する必要がある。確かに経済的な自律が求められるが、裁判で争われた場合、社

会扶助の受給が当該加盟国の社会扶助システムの不当な負担と認定されるのは簡単ではない。
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セキュリティの面からもEU市民の自由移動の権利は制限されるが、この条件は極めて抑制的に

解釈されてきた。2004年の法律は判例の蓄積を規定に反映している。すなわち公の秩序、公共の安

全、公衆衛生を根拠とする制限は、自由移動の権利を個別的に制限するものである。特に前 2 者

による自由移動の制限は、「当該個人の個々の行為が、社会の根本的利益のいずれかに真の、現在

の、十分に深刻な脅威を与えること」が必要である。当該EU市民の統合の程度、居住期間、年齢、

健康状態、家族および経済状況、出身国とのつながりを考慮に入れ、比例性の原則に従うことが加

盟国には求められる。他国から移動してきた人々という意味ではEU市民もまた「移民」であるが、

その地位の安定性は第 3 国国民よりも居住加盟国の国民にはるかに近いのである。

このようなEUシティズンシップの発展は、Isin & Nielsen［2008］の概念を借りれば、人々の

「シティズンシップ行為（act of citizenship）」の積み重ねによるものと評価できよう［cf. Isin & 

Saward 2013］。「シティズンシップ行為」とは、主体が自分自身を「権利を持つ権利」を持つ市民

として構成する行為である。EUはそれまでのネーション‐ステート体制を大きく変容させてきた

が、その中で個々人の持つ権利もまた変化してきた。しかしそれは上からの一方的な変革ではなく、

人々の様々な異議申し立てにもよるものである。本質的に論争的な概念たるシティズンシップは言

説闘争の場であり、異議申し立ての大きな力となる1。EUシティズンシップは「EU市民」という

主体位置を法制度として生み出すことで、「シティズンシップ行為」の基盤を強化しコスモポリタ

ンなEUシティズンシップの言説を支えたのである。EUシティズンシップ誕生後の自由移動の権利

の拡張は、「EU市民であること」を根拠に現実の権利の不足が埋められ、また新たな権利が獲得さ

れていった過程である。

２．EUとロマ：マイノリティ、移民、市民の境界

このようにEU市民の地位は安定した地位と権利を与える。EU拡大は第 3 国国民からEU市民へ

の地位の変化を起こすため、2004年と2007年の拡大では東西の経済格差からEU市民となった人々

の大規模な流入が懸念された。そこで中東欧諸国の国民に対して移行措置が取られ、中東欧諸国出

身のEU市民を「移民」として受け入れる加盟国は、彼らの権利を制限できることとなった。その

中に経済的困窮に加えて酷い差別のために西ヨーロッパ諸国に希望を求めて移動する人々がいる

［FRA 2009b］。ロマの人々である。危険な他者であるロマに対して「われわれ」の正当な利益を

守らねばならないという言説が展開される［cf. Sigona 2005, Aradau 2009］。これに対してEU市民

であるロマのEU市民としての権利を擁護する言説および普遍的な人権擁護主体としてのEUという

コスモポリタンな言説が対抗言説として現れる。

ロマは様々な人々の集団の総称であり、ヨーロッパには1000万から1200万人存在すると推計され

ている2。特にルーマニアとブルガリア、ハンガリーなど中東欧諸国に多数存在する。EUのロマ政

 
1 　このシティズンシップのモーメンタムな側面に注目したものとして、Hoffman［2004］を参照。
2 　この本質主義的カテゴリーの問題については、Simhandl［2006］を参照。
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策は、欧州議会が長年取り組むように訴えてきたものであった。しかし実施の契機はEUの東方拡

大である。加盟へ向けた加盟候補国の改革を監督する欧州委員会の年次報告書で、ロマの状況に関

する懸念が表明された［Ram 2010; 198-9, cf. Guy 2009］。中東欧へのEU拡大の課題のひとつとし

て新旧加盟国はロマの管理を意識した。ロマは東の新規加盟国がもたらすEU拡大の障害として認

識されたのである［Simhandl 2006, 2009, Woodcock 2007, Swimelar 2008］3。

共産主義時代にはロマの人々に対しても強制的同化措置が取られていたが、民主化への移行期に

彼らは取り残されてしまった。ポピュリストの格好の餌食にされ、ロマの人々は教育、労働など

様々な差別を受けている。差別と貧困は次世代の貧困と差別の温床となる悪循環を生んでいる。ロ

マの子供は特別学級に入れられる割合が極めて高く、また一般に十分な教育を受けられていない

［Cret，an & Turnock 2008, O’Nions 2010］4。教育の欠如はEU市民としての権利に関する無知も生

んでいる。過去 1 年間で差別を受けた経験のある者は47％にも上る［FRA 2009a］。ロマの人々の

84％が貧困線以下で生活しており、平均余命、乳児死亡率や雇用率などはいまだ正確な統計がない

が、マジョリティよりも低いと推測される［McDougall 2008］。

現在もハンガリーやチェコではライフルなどでの襲撃を受け、ロマの人々が自警団を結成したり

するなど深刻な状況にある5。それだけでなく、EU拡大を契機に東から西へと多くのロマの人々が

移動したが、アイルランドではレイシストの襲撃に身の危険を感じたロマの人々が自発的に帰国す

るなど、西ヨーロッパでも差別は強く、ロマの人々はヨーロッパ全域で暴力や犯罪に脅かされてい

る［Edemariam 2009, FRA 2009a, McDonald 2009, Thorpe 2009, Griess 2010］6。

EUとしての対応が特に問題になったのはイタリアとフランスの行動である［cf. Storia 2009, 

Woodcock 2010］。2007年10月にローマで「退職したイタリア軍人の妻」がロマのルーマニア人男

性にレイプされ、殺されたとの報道がされた。欧州委員会委員長も務めた左派のプロディ（Romano 

Prodi）率いるイタリア政府は、事件の 2 日後に、公共の安全を理由としてEU市民を追放できる法

律を成立させた。この法律は追放される者に意見聴取の機会も与えないものであり、法施行後 3 カ

月で数百人が追放された［Woodcock 2010; 475-6］。

ロマのキャンプ7へのイタリア人による襲撃が起こる中で、2008年にベルルスコーニ政権は「緊

 
3 　Atanasoski［2009］は、欧州ロマ権利センター（European Roma Rights Centre）はウェブサイトで西欧でのロマに対する人権

侵害の事例を軽視しており、ロマの人権問題を東側の問題として誤認させると批判する（p. 211- 3 ）。
4 　2007年の欧州人権裁判所のDH & Others v Czech Republic判決では、ロマの子供を特別学級に入れるチェコ政府の行いは人

種差別であり、欧州人権条約違反であると認定された。人種に基づくと直接明示したわけではない法や規則でも間接的に差別であると
判示した初めての事例であり、Humphreys［2007］は、間接差別も禁止しているEUの人種差別禁止指令の影響も指摘している。

5 　欧州人権裁判所はクロアチアに対してロマの子供を特別学級に隔離することを差別と判示したが、当地のロマの人々の多くがさらなる
差別を恐れて本件を取り扱わないようにとの請願を欧州人権裁判所に提出していた［Drakulié 2010］。

6 　ガーディアン紙のトラン（Mark Tran）はアムネスティ・インターナショナルの差別問題の専門家の言葉を引き、スペインだけがロマに対
して寛容であるとまとめている［Tran 2010］。無論、これはスペインではロマのキャンプが政府などによって強制排除されていない、とい
うレベルであり、ロマへの差別は存在する［cf. Colectivo Ioé 2003］。

7 　ロマをキャンプに居住させ囲い込む政策は1980年に遡る。この時期にはロマのほとんどは都市の周縁部に位置する貧困層となってお
り、経済成長を遂げつつあったイタリアの都市への脅威とみなされた。イタリアでのロマへの差別的政策は地方自治体での取り組みに始
まっており、国家レベルでの政策は2008年まで存在しなかった。特に1993年に知事の直接選挙が導入されてから、ロマを脅威として捉
え安全を訴える戦略が取られ、その延長線上にベルルスコーニ政権がいる。現在でも2009年にローマ市長が導入を宣言した施策を内
相が各都市が見習うべきモデルとして取り上げるなど、地方主導の面が強い［Clough Marinaro 2009; 273-281］。またロマを正統な
政治主体から排除した過程については、Sigona［2005］を参照。
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急事態」として、子供を含めてロマの人々の指紋を採取し、国内の15万人に上るロマを送還すると

発表すると8、68％ものイタリア人がロマの追放を支持した［Kington 2008］。イタリア国内のロマ

の40％以上はイタリア国籍を持ち、 3 万人は15世紀以来のイタリア居住者であり、ルーマニア出

身のロマは約 1 万人に過ぎないと推計されているにもかかわらずである［Woodcock 2010; 473-4］。

ロマへの襲撃を受けて警察と軍隊がロマのキャンプの見回りをするようになったが、内相を含め北

部同盟の政治家などはイタリア人によるロマへの襲撃を、ロマが問題を作っているとして正当化し、

助長した［Woodcock 2010; 479-80, cf. McDougall 2008］。最高裁は、「ジプシーは全員泥棒だ」な

どの北部同盟の政治家たちの発言を、すべてのジプシーは泥棒であるという事実に基づくものであ

り、それは人種的偏見ではあるが、優越性や人種的嫌悪に基づくレイシズムではないとして許容し

た［Hooper 2008］。

国連や人権NGO、欧州議会が批判したことで、後に指紋採取は自発的なものとされ、エスニシティ

や宗教に関する調査は撤回された9。だが、是正に動くなどの積極的行動をEUが取ることはなかっ

た［Owen 2008, Uzunova 2010; 284］。意図的な差別はないとして欧州委員会はイタリアの行為を

承認したのである。この判断の経緯が不透明であるとNGOが説明を求めたものの欧州委員会は十

分に答えていない。翌2009年には「緊急事態」への対応として、イタリアは複数の地域でロマのキャ

ンプに門を取り付けて隔離し、警察が生活を監視するようになった［de Zulueta 2009］。警察が24

時間人の出入りを管理し、管理は市当局からロマ以外の組織に委任され、空間的に隔離されたキャ

ンプの中で、ロマの人々は彼らの監督下で過ごしている［Clough Marinaro 2009; 279-80］。

フランスではロマの人々を中心としたEU市民の国外退去が進められてきたが、2010年 7 月にサ

ルコジ政権は治安対策として、ロマの300のキャンプの撤去と「自発的帰国」の要請、犯罪を起こ

した帰化国民の国籍剥奪などを提案した。「自発的帰国」を受け入れたものには一人当たり300ユー

ロ（子供は100ユーロ）の「帰国費用」が支払われる。人権NGOや国内野党だけでなく、与党内か

らも批判がされたが、欧州委員会は当初沈黙していた10。上述のようにEU法は、EU市民の自由移

動の権利を広く強く保障している11。ロマという集団の一員であることを国外追放の根拠とするこ

とは許されない。フランスでもリールの裁判所が「公の秩序への脅威」としてロマの人々を国外追

放した政府の決定を取り消している。しかし、フランスの行動は明確なEU法違反であるとの声に

対して、欧州委員会はフランスの行動を注視していると述べるにとどまった。
 
8 　これは「安全保障に関する包括提案」のひとつである。その他の提案は、第 1 に、 2 年以上の懲役が言い渡されたEU市民を含

めた外国人の追放の権限と、不法居住者の刑罰をイタリア人市民よりも1 ／ 3 長くすること。第 2 に、EU市民を含めた外国人の居住
と就業許可の要件と費用の引き上げ。第 3 に、子供を物乞いとして使用した者と不法入国した者に対しては懲役刑が望ましいとの勧告、
などである［Woodcock 2010; 477- 8 ］。

9 　欧州議会での決議P6_TA（2008）0361の採決に際して、ロマの議員は所属政党によって賛否が分かれた。欧州自由民主同盟
のモハーチ（Viktória Mohácsi）は、自身が起草した決議案を緑の党や欧州社会党に送り支持を取り付けたが、欧州人民党の支
持を得ようとはしなかった。欧州人民党に所属する大半の議員は反対に回ったが、 2 名のロマの議員は棄権している［Trehan & 
Mohácsi 2009; 130-1］。そのひとりヤーローカ（Lívia Járóka）はイタリア政府の施策に一定の理解を示している。See, ‘Roma MEP: 
Italy’s fingerprinting should be seen in wider context’, EurActiv, 1.8.2008.

10　 7 月の時点では、司法・基本権・シティズンシップ担当の欧州委員レディングの報道官ニューマン（Mattew Newman）は「ロマの
追放については加盟国、今回はフランスの問題であり、法をいかに執行するかはフランス次第である」と述べている［Phillips 2010］。

11　イタリア内相は当時フランスの行動を称賛しつつ、社会保障のみで生活する他の加盟国出身のEU市民の追放を許可するよう欧州委
員会に求めたが拒否されたと述べている。彼は多くのロマの人々はEU市民ではあるがEU法が定める居住要件を満たしていないと主張
する。See, ‘Italy to ask EU for permission to expel Roma’, EurActiv, 23.8.2010.
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9 月に入ると欧州議会では左派政党を中心に、EU法違反であるとしてフランスを批判するとと

もに、行動しない欧州委員会をも批判する動きが現れた。欧州委員会委員長バローゾは 9 月 7 日に

欧州議会で演説を行い、マイノリティを含めた人権尊重を訴えたが、論争を避けるためにフランス

を名指しはしなかった［Traynor 2010a］。これに対して欧州議会の最大勢力である右派の欧州人

民党はフランス批判を避ける戦略を取った。彼らは、EU市民の権利には義務が伴うことを強調し、

同時に、フランスへの批判は真の問題、すなわちロマの人々の社会的経済的格差への対策にはなら

ない、と主張する12。しかし、フランス政府のロマを敵視したあからさまな姿勢は、左派政党を中

心とした決議を可決させるに十分であった［European Parliament 2010］。右派が多数であった議

会構成を考えれば賛成337、反対245という結果は圧勝というべきであろう［Traynor 2010b］。本

決議はフランスなどでロマに対して取られた措置に重大な懸念を表明し、ロマの追放の即時停止を

求めるとともに、座視している欧州委員会を批判し、事態への介入を要請するものである。

このような圧力の中で欧州委員会はついにフランスに対して行動を起こした。しかし、欧州委員会

を動かした最大の要因はフランス警察への指令書の暴露である。この文書は最優先対象としてロマを

名指ししていた。ロマの集団追放ではない、とするフランス政府の公式の立場を明確に否定するもの

だったのである［cf. Reding, Andor & Malmström 2010; Annex 2］。司法・基本権・シティズンシップ

担当の欧州委員会副委員長レディング（Viviane Reding）は、ナチスの行動と暗に比較する言葉を用

いてフランスの行動を強く非難し、EU法違反の法的措置を取る姿勢を示した［Reding 2010］。

2 日後の 9 月16日に行われた欧州理事会では、欧州委員長バローゾとサルコジが激しくやりあう

など、この問題が焦点となった［Traynor 2010d］13。レディングの言葉は行き過ぎであるとの指摘

が広くされはしたが、違法な事は何もしていないと主張するサルコジを明確に擁護したのは、「フ

ランスはイタリアを模倣しただけ」とするイタリアだけであった。サルコジはメルケルがロマのキャ

ンプを排除したがっていると述べ、ドイツを味方につけようとした。これに対しドイツ政府は発言

を即座に否定し、翌日に外相が「そのようなことはドイツ憲法に反する」と述べるなど、フランス

と距離を取った14。

この後、欧州委員会に対しフランスは、ロマを名指す部分を削除するなど指令書を修正し、ロマ

を特に対象とする措置は取っていないと強弁した。 9 月29日に欧州委員会は、10月15日を期限とし

て、フランス政府にEU法を適切に国内法化するように求め、それがなされない場合には法的措置

を取ると警告した［European Commission 2010a］。フランス政府の腰が重かったため欧州委員会

は法的措置を取るとみられていたが、期限直前になってフランスが国内法化を進めるとの約束をし

たことから、欧州委員会は法的措置を見送った15。
 
12　フランス外相も同様の言説を採用している。See, ‘EU’s Reding loses patience with France on Roma’, EurActiv, 23.9.2010.
13　フランスの欧州担当相ルルーシュもラジオで「EUの創設メンバーであり、人権の母国であるフランスのような偉大な国」へのレディング

の批判を強く批判した［Traynor 2010c］。
14　See, ’”All a Misunderstanding” Germany Denies Plans to Clear Roma Settlements’, Spiegel, 17.9.2010. ただし同時期にドイ

ツもコソヴォ出身者を中心にロマを本国へ送還している［Çaǧlar & Mehling 2013］。
15　フランスは2011年の移民、統合、国籍法でEU法の適切な実施をしたとするが、不十分であるとの批判もある［cf. Human Rights 

Watch 2011］。
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だがこれは欧州委員会が大国フランスに対してロマの人々を擁護しきれなかったことを示して

いる。フランスは10月までの 9 ヶ月間で1476人のルーマニア人と227人のブルガリア人を強制退去

させ、5086人のルーマニア人と683人のブルガリア人が自発的に帰国した16。ロマを対象とする秘

密データベースの存在も明らかになったが［Statewatch 2010］、ロマへの人権侵害や差別の存在に

ついて欧州委員会は判断を避け、EU法が求める手続的実体的保護に関するフランス法の不備の是

正のみをフランスに要求したのである。だがフランス政府の国内法化の不備は他の加盟国ととも

にすでに指摘されていたことであり、それはなんら新しい問題ではなかった［Traynor & Willsher 

2010, cf. Reding, Andor & Malmström 2010; 5 ］。危険な他者としてのロマという言説は、経済的

価値とセキュリティを核とするネオリベラルなEUシティズンシップの権利／義務の言説に節合さ

れたと言えよう［Parker 2012, cf. Aradau 2009］。国内法化の問題に矮小化されることで、コスモ

ポリタンなEUシティズンシップの言説は後退し、逆にEUシティズンシップがロマの人々の排除を

正当化するのである。ではこの危険な他者としてのロマという表象はいかなる言説に支えられてい

るのであろうか。

３．文化的犯罪集団としてのロマ

ロマとして括られる人々の多くは定住者であるにもかかわらず、「ノマド」や「移動生活者

（Traveller, gens du voyages）」という表象が繰り返し現れる17。彼らがノマド的生活様式を送って

いるように見えても必ずしも望んでいるものではない。差別が根強いため、社会統合がうまくいっ

ている人々はロマであることを隠し、マジョリティ社会に紛れる傾向があると指摘される。これに

対して社会から排除されている人々は差別のために安定した職も住居も得られない。そしてキャン

プでの居住を強いられることで、空間的に隔離され、監督され、職や教育へのアクセスを絶たれる

ことでさらに社会から排除される。「卑しむべき市民」［Hepworth 2012］という主体位置はロマの

人々の声を抑圧排除していくのである。

例えば、パリのロマは警察による定期的な強制立ち退きにより、彼らの意思に反して「ノマド」

となる［Nacu 2011; 139］。警察などによる「立ち退きはロマの生活の新たなリアリティとして『ノ

マディズム』を再構築する。それは自由移動よりも強制された移動性（不動性）によってますます

特徴づけられる」［Aradau, Huysmans, Macioti & Squire 2013; 140］。ロマは「『再度ノマド化』す

ることを強いられる」［Clough Marinaro 2009; 275］。ロマというエスニシティの名指しを批判さ

れたフランスは、「ルーマニアのノマド」という国籍と生活様式を指す言葉を用いるようになった18。

日常生活やメディアを通じて、ロマと非 ‐ 定住性が結び付けられやすいと言えよう19。

 
16　See, ‘French expulsions now aimed at “Romanians” and“Bulgarians”’, EurActiv, 5.11.2010.　同期間に強制送還された外

国人（EU市民を含む）は21384人である。
17　Liebich［2007］によれば、様々に定義されるノマドの意味を広くとっても、西欧のロマでノマドと言えるのは 5 〜 30％と推計され、東

欧のロマのほとんどすべてが定住であることを考えると、ヨーロッパ全体のロマの内、ノマドは 2％にすぎないであろう（p. 546）。
18　See, ‘French expulsions now aimed at“Romanians” and“Bulgarians”’, EurActiv, 5.11.2010.
19　ロマの「文化」のロマ自身による利用については、Nacu［2011］を参照。
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この非‐定住という「異常性」は犯罪性と結び付けられ、差別、排除が強化されていく［Clough 

Marinaro 2009, Woodcock 2010, Uzunova 2010］。イタリアのロマの40％はイタリア国籍を有する

とすでに指摘したが、中東欧に多いとはいえロマの人々の国籍は様々である。したがって当然なが

らロマの中には居住国の国民、EU市民、第 3 国国民と様々な法的地位の人々が存在する。それに

もかかわらず、ロマの特異な生活様式は伝統的な文化として彼らの本質に根差すものとされ、法的

地位と権利の基準となる国家の枠を超えてロマとされる人々をひとつにまとめあげるのである。

近年、EUで一層明白になったのは、このようなロマへの差別的視線と排除である。Balibar［2009］

はヨーロッパ・レベルでのロマの人々のカテゴリー化を「新たなロマの人種化
0 0 0

」（強調ママ）とし、

彼が「ヨーロッパ・アパルトヘイト」と呼ぶヨーロッパ・シティズンシップの裏面の一部に位置付

ける。「移民」が外部の他者であるならば、「ジプシー」は内部の他者なのである。本質主義による

ロマの他者化がネオリベラルなEUシティズンシップの言説によるロマの排除を支えている20。EU

拡大はロマ問題を東の問題とした。ロマの追放を主張した2008年のイタリアは1990年代よりも犯罪

は少なかった［Milne 2008］。しかし中道左派の政治家でさえもこのような主張に異議を唱えるの

ではなく、「昨年の全犯罪の75％はルーマニア人によって起こされている」などと述べている。フ

ランスの欧州担当相ルルーシュ（Pierre Lellouche）は、パリでは2007年以降毎年140％ロマの犯罪

が増加していると主張し、大統領府がロマのキャンプを密入国や子供の犯罪への利用の温床である

とする声明を出すなど、サルコジ政権もまた支持率が低迷する中でロマをスケープゴートとして支

持率上昇を目論んでいると批判された。しかし、イタリアやフランスではロマの人々を国外に追放

することで国内治安を回復させるという主張が大きな支持を得ている。このような主張には人口比

率や犯罪比率を考えてもおよそ根拠はないにもかかわらず。

そしてEU市民であれば 3 ヶ月以内の自由移動は可能であるために国外退去の実効性は実際には

ほとんどない。フランスの自発的国外退去に応じて300ユーロを受け取った人々の多くは、80ユー

ロでルーマニアからフランスに移動できるために、すぐにフランスに戻ってくると答えている。実

際に退去命令を受け、国境を越え隣国ベルギーに数メートル移動し、すぐにフランスに戻るパフォー

マンスをした人々もいた［Traynor 2010b］21。

フランスのロマ問題を巡って欧州委員会は、ロマの人々が居住先に選んだ国での社会統合が望ま

しいとしたが、フランスの閣僚はルーマニアとブルガリアがまず自国民たるロマを統合するように

と述べ、欧州委員会の声明に対しては、欧州委員レディングの出身国であるルクセンブルクが受け

入れればいいと反論した［Lelouche 2010, Traynor 2010c］。多くのロマを抱えるルーマニアとブルガ

リアだが、両国はシェンゲン空間への参加を最優先課題としてフランスのロマ問題への介入を避け

た22。他の東欧諸国もロマの側に立ちはしない。多数のロマの出身国であるルーマニアは、ロマとの
 
20　ナショナリスト政治家たちによってロマをトランスナショナルなヨーロッパ・マイノリティとして、すなわち自国のネーションの一員ではない非

領域的ネーションとしてEUに押し付けようとする言説があるが［Vermeersch 2012］、EUにおいては主流とはなっていない。
21　このようなロマの人 に々よるシティズンシップ行為についてはAradau, Huymans, Macioti & Squire［2013］を参照。またロマを支援

するNGOに焦点を当てたものとしてAtger［2013］。
22　See, ‘Summit sees Sarkozy, Barroso clash in bitter Roma row’, EurActiv, 17.9.2010, ‘Romania, Bulgaria’s presidents push 

for Schengen accession’, EurActiv, 24.9.2010.
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差別化を通じて自国のヨーロッパ・アイデンティティを確立しようとしてきた［Woodcock 2007］。

EU拡大交渉の中でルーマニアでは、ロマを非 ‐ ヨーロッパの他者とすることで自然なヨーロッ

パの民族としてのルーマニア人を構成する言説が増加した。ジプシーなどの名称が差別的であると

され、ルーマニアでもロマという名称が用いられるようになる。しかし、ルーマニア（Romania）

のマジョリティは、表記上の印象からロマ（Roma）とルーマニア国家及び民族が結び付けられる

のを強く拒否する。そこで「誤解を避けるために」政府は2000年に‘rrom’という表記を採用す

ることとなった23。

本稿で取り上げたフランスの事例以前のことではあるが、ルーマニアのメディアは、フランスで

逮捕されたルーマニア人はロマであり、フランス人は彼らを「ルーマニア人」だと誤認
0 0

していると

する。送還されたルーマニア人はロマの乞食や泥棒であり、このロマのせいでルーマニアは誤解さ

れ孤立していると、ロマに責任の一切を負わせるのである24。ロマは政府やEUからの過大な援助を

受けており、優遇されているとのステレオタイプも生まれた。この意味で、ルーマニアがフランス

に対して自国民であるロマの人々を擁護する強い姿勢を取らなかったのは当然のことであった。

ルーマニア、イタリア、フランスにみられるロマの人々を異質な他者として、犯罪者として排

除することにより、自身のアイデンティティを確立しようという動きを、EUもまた取りつつある。

2010年後半のEU議長国であったベルギーは 9 月に「遊歴犯罪集団（Itinerant Criminal Group）」

に関する専門家会議を開催した。12月にはEUの司法内務理事会は「移動する（遊歴する）犯罪集

団による犯罪に対する闘い」で合意している［Council of the European Union 2010］。

専門家会議の目的は、問題の周知、共通の定義などを確立することとされ、これまでのベルギー

の取り組み、ベルギーとルーマニア
0 0 0 0 0

の協力事例が紹介された。この会議で基調講演を行ったのがゲ

ント大学犯罪政策国際研究所（The Institute for International Research on Criminal Policy （IRCP））

の理事のひとりであるデルイベル（Brice De Ruyver）と、研究所員のバン・ダーレ（Stijn Van 

Daele）である。彼らは共同で多くの研究を発表しており、この会議での講演も共同のものだった

［De Ruyver & Van Daele 2010］。「遊歴犯罪集団」に関する初期の研究ではジプシーについての言

及はほとんどなかった。専門家会議の成果を受けた12月の理事会合意文書にもジプシーという言葉

は存在しない。しかし、最近の研究ではジプシーと「遊歴犯罪集団」の同一視が目立っている［cf. 

Van Daele & Beken 2010］。

遊歴犯罪集団は、その性質から通常の犯罪組織とは異なるとされる。すなわち、通常は住居や知

識のある地域に近い場所で犯罪が行われるが、遊歴犯罪者の場合は当てはまらない。彼らは様々な
 
23　2010年には政府機関によるロマという用語を禁止し、「不可触」というギリシャ語に由来する‘t，igan’という用語を代わりに使用する法

案が議会に提出され、大統領も支持を表明した［Wolfe-Murray 2010］。しかし2011年に議会で否決され廃案となっている。See, ‘Law 
to change“Roma” for“Gypsy” is banned’, romaniantimes.at, 6.4.2011.

24　2009年 6 月にベルファストで人種差別主義者の攻撃を受けて100名ほどのロマの人々が逃げたことについて、海外メディアが彼らを
「ルーマニア人」と呼んだことに対して、ルーマニアのメディアは、彼らはパスポートを持っているだけであり、ルーマニア人とは異なる人々
だと強調した。また、ある全国紙の世論調査では、民族的なルーマニア人と民族的なロマを世界が区別していないこと、両者は全く異
なる集団にも関わらず、ロマによって作られたイメージが民族的なルーマニア人にもついてまわることを多くの人が懸念していることが明ら
かになっている［Filipescu 2009; 301- 4 ］。また多くのルーマニア人が、ロマと自分達は異なるとする意見を新聞に投書した［Edemariam 
2009］。
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国で生き、多くの距離を移動し、見知らぬ土地で様々なものの窃盗などの犯罪を行う。EUによる

人の自由移動が犯罪者に新たな機会をもたらしたという。専門家会議の講演では、遊歴犯罪集団

を 3 つに分類し、そのひとつを「犯罪を行うジプシーのギャングおよび定着性の犯罪者（Criminal 

gypsy gangs and sedentary offenders）」と呼んでいる。そして前者について、「伝統的な犯罪を行

うジプシーは移動する（travelling）生活スタイルを持つ」とする。彼らは犯罪を行う意図を持っ

て移動するわけではなく、他国でのより良い生活の機会を求めて移動する。閉じた共同体を形成し、

社会的に孤立するとされる。

2010年 5 月発行のベルギー連邦警察の冊子『遊歴犯罪集団への取組み：新たな挑戦（Tackling 

of Itinerant Criminal Groups new challenges）』はさらに露骨である。遊歴犯罪者の定義には、旧

東側の共産圏からやってくること、「定着性の犯罪者集団（sedentary groups of offenders）は主に

旧ユーゴスラビア、ルーマニア、フランス、ベルギー出身のノマドで構成される」との記述がある。

そして旧東側諸国出身の犯罪者を 2 つのタイプに分け、犯罪の意図を持たないものについて以下の

ように記述する。

他の者は、最初は（より良い）生活を築くためにここにやってくる。彼らは合法、不法でここ

に滞在する。一部の人々は真っ当にやっていてもより良い生活を実現することは容易ではない

とすぐに理解するようになる。社会的接触の中で手軽に金を稼ぐ機会を見つけると彼らは容易

に犯罪に走る。

そして国籍や法的地位にかかわらずノマドを一か所にとどまらない文化的生活様式をもつものと

して本質化する。ノマドの中の犯罪を行う人々を「犯罪を生活習慣とする犯罪集団であることは多

い」と述べるのである。

犯罪学という装いのもとでここに明らかになるのは、ロマを非-定住性で特徴づけ、犯罪と結び

付ける本質主義の言説である。万引きや窃盗、詐欺などの「遊歴犯罪者による犯罪は多くの場合組

織化されており、多くのEU市民の日常生活に重大な影響を与える深刻な問題である」ためEU全体

のセキュリティへの脅威であるが［Council of the European Union 2012a; 2 ］、その犯罪の内容自

体よりも、犯罪者の性質と出身地域によってカテゴリーが作られ、生活様式そのものがセキュリティ

の問題として構成される。これはまさにベルルスコーニやサルコジ、その他の極右政治家、マスメ

ディアなどと共通する言説と言える。ロマへの差別を「科学的に」補強するEU言説が生まれ、EU

の警察刑事協力を通じて広がっている［cf. Council of the European Union 2011b, 2012a, 2012b］。

おわりに

2005年から「ロマ包摂の10年（Decade of Roma Inclusion）」として様々な取り組みがされてい

る。EUもまた「ロマ包摂のための10の共通原則」の制定や、ロマ・サミット、ロマ包摂のための

プラットフォームの開催など2008年ごろから積極的な動きを見せている。2011年前半の議長国ハン
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ガリーはロマ政策を主要課題として挙げ、欧州委員会が「2020年までの各国ロマ統合戦略のための

EU枠組み」を発表し、理事会で承認され、各加盟国がロマの統合戦略を作成している［European 

Commission 2011, Council of the European Union 2011a］25。欧州委員会がロマ包摂に関するはじめ

ての法的措置と述べるロマ統合に関する理事会勧告も採択された［Council of the European Union 

2013］

このように一見するとロマの包摂へと積極的に動き始めたかのようなEUであるが、その内実に

は注意が必要である。ヨーロッパ全体に蔓延するレイシズムはロマを異質な他者として排除するこ

とで、排他的な統一性を希求する。EU自身もまたセキュリティを人々に提供することで自身の存

在意義を高めようとしている。ロマはここでも標的にされる。

確かに、EUはその表向きの普遍性志向を残す限りにおいて様々な排除への抵抗の土台となって

いる。EUシティズンシップは、人々に、既存の、そして、新たな権利を主張する主体位置を提供

している。近年ではロマを客体としてだけではなく、ロマ政策の主体として位置付けるEU言説も

登場している［Simhandl 2009］。だが他方でEUシティズンシップはロマを排除し、犯罪学の本質

主義的言説と節合されていく。「われわれ」と違う異常で危険な集団であるロマという表象は、「卑

しむべきEU市民」としてロマを排除しつつ、EUシティズンシップの解放の力を奪っていく。そ

してロマ統合戦略においてEU市民の経済的利益のためにロマは経済資源として捉えられる。人種

化されたロマは新自由主義的な主体になることで疎外されつつ包摂されるのである［cf. van Baar 

2012, Parker 2012］。

しかし、ロマのNGOがEU政策に与えてきた影響を鑑みるならば、過度に悲観的になることもま

た戒められなければならないだろう26。現にEU市民であるロマはEU域内を合法的に移動している

し、シティズンシップ行為は積み重ねられている。EUシティズンシップはそもそも「（EU）市民

とは誰か／なにか」という問いを提起するため、現在の法的EU市民以外の第 3 国国民にも「市民」

としての主体位置を提供する［cf. Isin & Saward 2013］。そしてEUシティズンシップ自体がシティ

ズンシップ行為という言説闘争によって構成されるものである。ロマ統合戦略においてもロマの参

加が求められている。EUシティズンシップをめぐる闘争は続いているのである。

（つちや　たけし・本学経済学部准教授）

［付記］

本稿に関連して2011年 2 月の専修大学での研究会および2013年 4 月の日本公益学会で報告の機会

を頂いた。報告の際に頂戴した貴重なコメントに記して感謝する。また匿名の査読者にも感謝した

い。
 
25　ロマの問題に取り組んできた欧州議会議員モハーチは、EUは加盟国に差別禁止を強制する法律を持たず、ベスト・プラクティスの

共有は効果がないとして大きな不満を表明している［Trehan & Mohácsi 2009］。同様にEUの取り組みの問題を指摘するものとして、
Uzunova［2010］。

26　ただしロマNGOと一般のロマの人々の乖離も指摘されている。ロマ関連NGOとその代表性の問題については、McGarry［2008］、
Nirenberg［2009］、Timmer［2010］を参照。ジェンダーと主体性の問題については、Kóczé［2009］を参照。
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